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はじめに 
 
 

近年、都市を取り巻く環境が大きく変化しており、人口減少、高齢化、市街地拡散、自然災害

の頻発・激甚化等への対応が求められております。このような状況を受け、令和４年３月に都市

計画の基本的な方針や広域的な方向性を示した「滋賀県都市計画基本方針」を策定しました。 

このため、本方針においては、自然を活かしながら、住み、働き、憩うために必要となる様々

なサービス機能が集積した多様な拠点を形成するとともに、それらを公共交通サービスで結ぶ

「拠点連携型都市構造」を目指すべき姿として示しています。 

これにより、住居や医療・福祉施設、商業施設などがまとまって立地し、様々な立場の人が公

共交通により、これらの生活利便施設にアクセスできる“まちづくり”など、持続可能で質の高

い都市構造への転換を目指していきます。 

 

また、本県では、琵琶湖を中心に滋賀県全体が水と緑と人でつながる一つの大きな公園とな

り、人の暮らしと心、自然環境や生き物が健やかになる姿を目指して、『THE シガパーク』の取組

を進めています。 

県内の公園どうしが互いにつながり、人、自然、地域コミュニティをつないで、三方が健やか

になる公園を次世代に継承していくことを目標としています。 

 

今後、特に、「交通政策」と「都市計画施策」の一体的かつ重点的な推進や、効率的・効果的な

公園運営、THE シガパークの取組深化に注力していきたいと考えています。 

このことにより、人口減少社会にあっても生活機能を維持するとともに、豊かで充実した暮ら

しの実現、滋賀の強みを活かした“まちづくり”を推進していきます。 

 

最後に、本冊子は、本県の都市計画の概要を取りまとめたものですが、都市計画に携わる方々

はもちろん、広く県民の皆様にも活用していただき、「人も元気、街も元気な都市づくり」を進め

ていく上で役立てて頂ければ幸いに存じます。 

 

 

   令和８年（2026 年）３月 
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